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一般社団法人リビングアメニティ協会 給水タンク委員会

1．給水タンク安心支援サービスの概要

　給水タンクの品質・性能を維持するとともに思わぬ

故障の未然防止を図り、長期にわたって安心してご使

用いただくためには、定期的に診断し保守を適切に行

うことが必要となる。

　そこで、一般財団法人ベターリビング（BL）は給水タ

ンクの適切な維持管理を支援するために、設置情報を

登録していただいた給水タンクの所有者等のお客様に

対し、水槽診断が推奨される時期に定期診断のお知ら

せするサービスを2015年４月から開始した。

　このサービスは、一般社団法人リビングアメニティ

協会（ALIA）の給水タンク委員会および日本給水タン

ク工業会の協力のもと水槽メーカー２社と連携して検

討してきた。

　このお知らせによりお客様が定期診断を希望される

場合、診断推奨時期（新設の場合は５年毎）に給水タン

クのメーカーに所属する水槽診断士により診断を実施

する。さらに保証書の紛失時にも保証期間の範囲内に

おいて同等のメーカー保証が可能である。

常時貯水し安定供給が確保できるものと考えている。

　東日本大震災における貯水槽の役割についてアン

ケート調査した結果では、①災害時の受水槽の役割で

は、水道水の確保，生活用水の確保として貯水槽を活

用されており、②事前に水槽被害を防止できた可能性

のある対策として、配管周りの耐震改善，現行耐震基

準への対応が挙げられていた。災害時に貯水槽を活用

するためには日常の維持管理・改善が必要となる。

　一方、給水タンクの現場における組み立て工事は、

構成部材が水槽メーカーから直送されるとともにメー

カーの指定工事業者により行われるため、メーカーは

個々の製品の設置場所は把握可能である。しかしなが

ら、給水タンクの施工時点において、所有者等のお客

様に直接アプローチすることが出来ないため、メー

カーから提供される維持管理契約（有償・任意）が利用

されるケースはごく稀であり、給水タンクの性能維持

に必要な定期点検、メンテナンス、補修等が実施され

ず、何らかの不具合を有する状態で長期間使用される

ケースも少なくない。特に、飲料水を貯留する製品の

性格上水質管理だけではなく、製品自体の的確なメン

テナンスが不可欠である。

　そこで、このような状況を解決するためALIA給水

タンク委員会で維持管理を支援する制度を検討し、ト

レーサビリティ情報管理ノウハウを活用した所有者情

報の登録、定期点検時期通知サービスに実績のあるBL

にご協力いただいた。

　ユーザーが給水タンクを長期間にわたり安全に安心

して使用できることを目指し、製品の的確な定期点

検，メンテナンスの促進を図るため、水槽診断時期を

お知らせする「給水タンク安心支援サービス」の運用を

開始することとなった。

3．水槽構造の変遷と耐震仕様

　給水タンクの耐震基準は1950年に建築基準法が制定

され、過去大きく２度見直し強化されている。1980年

に建築基準法施行令改正によって水平震度が見直さ

れ、1997年兵庫県南部地震を機に更に強化されてい
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2．維持管理とサービス導入の経緯

　給水タンクの維持管理について、法的な管理方法と

して水道法等で有効容量10m3超の施設は年１回以上の

定期的保守点検および清掃を義務付けているが、これ

はソフト面（水質の管理）が中心であり、ハード面（貯水

施設自体の管理）は不十分であると云える。今回の「安

心支援サービス」では水槽診断を実施することでこの

ハード面の維持管理が強化でき、衛生的で安全な水を
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る。また、1997年以降はスロッシングを考慮した設計

となっている。

　構造面では耐震実験によって地震における局部集中

が低減されることを実証し、従来のブレースを使用し

た内部補強方式から外部補強方式へと変更していっ

た。

４．水槽診断の概要

　貯水槽は飲料水を確保する重要な建築設備であり、

水を衛生的に貯水しどのような条件下でも安全に給水

できることが求められる。また長期にわたって使用さ

れることが前提である設備のため維持管理が適切に行

われることが重要であり、劣化状態や耐震性について

は専門性を持った診断が必要となる。水槽診断は、貯

水槽が衛生的で十分な貯水機能を発揮し、かつ建築基

準法等に合致しているかを検証し、安全で安心して使

用いただける状態であるかを評価する目的で実施され

る。
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　水槽診断は、耐震診断と劣化診断の２つに区分され

る。耐震診断は、耐震の観点から各項目を適合／不適

合および有／無について評価する。劣化診断は、経年

劣化の観点から各項目を５段階判定し、重要度を掛け

合わせて評価する。

　一般財団法人ベターリビングでは、日本給水タンク

工業会が平成15年から運営してきた「水槽診断士認定制

度」を平成23年度より移管され、「既設特定住宅部品診

断士（水槽診断士）」登録事業として運営されている。水

槽の劣化度診断等に特有の知見等を必要とするため、

診断基準を定め基準に従って診断を実施する者を登

録・公開する制度である。

給水タンク診断のフロー（耐震・劣化） 給水タンクの主な部品
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5．改修工事・更新工事について

　診断結果を受けて、各部位・部材の交換もしくは補

修工事を実施する。設置環境や使用条件によっても異

なるが、設置後20～25年で更新時期を迎えるため、定

期メンテナンスを実施し設置15年後は更新計画の作成

が必要となる。

部材 交換時期の目安

　更新工事の一例を模式図で示す。仮設水槽を設置せ

ずに、中仕切板を利用して半槽ずつ解体／組立を実施

する工事も可能である。

6．今後の展開

　新設の水槽のみならず既設水槽も対象として設置情

報の登録を拡張し、水槽診断の推進・水槽改善の促進

を目指していく。


